
議案第９８号 

 

   山陽小野田市下水道条例の一部を改正する条例の制定について 

 山陽小野田市下水道条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  平成２６年１１月２７日提出 

 

山陽小野田市長 白 井 博 文   

 

   山陽小野田市下水道条例の一部を改正する条例 

 山陽小野田市下水道条例（平成１７年山陽小野田市条例第１６１号）の一部

を次のように改正する。 

 第８条第２項第１号中「環境省令により」の次に「、又は同法第３条第３項

の規定による条例により」を加える。 

 第１０条第１号中「同条第３項」を「同条第４項」に改める。 

 第１０条の次に次の１条を加える。 

 （除害施設の設置等の届出） 

第１０条の２ 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則

で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならな

い。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。 

２ 法第１２条の３、第１２条の４又は第１２条の７の規定による届出をした

者は、前項の規定による届出をした者とみなす。 

 第１２条第１項中「再開した」を「再開しようとする」に、「遅滞なく」を「あ

らかじめ」に改め、同条第３項中「法」の次に「第１１条の２、」を加える。 

 第１３条を次のように改める。 

第１３条 削除 

 第３４条第５号中「第１２条第１項若しくは第２項又は第１３条第１項若し

くは第２項」を「第１０条の２」に改め、同条第１０号中「第５条第２項本文、」

の次に「第１０条の２又は」を加え、「又は第１３条第１項若しくは第２項」を

削る。 



   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に除害施設を設置している者（設置の工事をしてい

る者を含む。）は、この条例の施行の日から１年以内に、規則で定めるところ

により、その旨を市長に届け出なければならない。 

３ この条例の施行の際現に公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃

止し、又は休止していたその使用を再開している者で、この条例による改正

前の山陽小野田市下水道条例第１２条第１項の規定による届出をしていない

ものは、従前の例により届け出なければならない。 

４ 前項の規定による届出に係る罰則の適用については、なお従前の例による。 
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議案第９８号参考資料 

山陽小野田市下水道条例 新旧対照表 

改 正 後 改 正 前 

 （特定事業場からの下水の排除の制限） 

第８条 （略） 

 (1)～(7) （略） 

２ 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質

の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定に

かかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準

とする。 

 (1) 前項第１号、第６号又は第７号に掲げる項目に係る水質

に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公

共の水域又は海域に直接排除されたとした場合において

は、水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号）の規定

による環境省令により、又は同法第３条第３項の規定によ

る条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基

準が適用されるとき。 

 (2) （略） 

 

 （水質適合のための除害施設の設置） 

第１０条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水（水洗

便所から排除される汚水及び法第１２条の２第１項又は第５

項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされ

るものを除く。）を継続して排除するときは、除害施設を設け、

 （特定事業場からの下水の排除の制限） 

第８条 （略） 

 (1)～(7) （略） 

２ 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質

の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定に

かかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準

とする。 

 (1) 前項第１号、第６号又は第７号に掲げる項目に係る水質

に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公

共の水域又は海域に直接排除されたとした場合において

は、水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号）の規定

による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やか

な排水基準が適用されるとき。 

  

(2) （略） 

 

 （水質適合のための除害施設の設置） 

第１０条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水（水洗

便所から排除される汚水及び法第１２条の２第１項又は第５

項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされ

るものを除く。）を継続して排除するときは、除害施設を設け、
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又は必要な措置を講じなければならない。 

 (1) 下水道法施行令（昭和３４年政令第１４７号）第９条の

４第１項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数

値。ただし、同条第４項に規定する場合においては、同項

に規定する基準に係る数値 

 (2)～(10) （略） 

 （除害施設の設置等の届出） 

第１０条の２ 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようと

する者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨

を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しよ

うとするときも、同様とする。 

２ 法第１２条の３、第１２条の４又は第１２条の７の規定に

よる届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみな

す。 

 

 （使用開始等の届出） 

第１２条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若し

くは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようと

するときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あ

らかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、

雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限り

でない。 

２ （略） 

３ 法第１１条の２、第１２条の３、第１２条の４又は第１２

又は必要な措置を講じなければならない。 

 (1) 下水道法施行令（昭和３４年政令第１４７号）第９条の

４第１項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数

値。ただし、同条第３項に規定する場合においては、同項

に規定する基準に係る数値 

 (2)～(10) （略）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （使用開始等の届出） 

第１２条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若し

くは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したとき

は、当該使用者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、

その旨を市長に届け出なければならない。ただし、雨水のみ

を排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。 

 

２ （略） 

３ 法第１２条の３、第１２条の４又は第１２条の７の規定に
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条の７の規定による届出をした者は、前２項の規定による届

出をした者とみなす。 

 

 

第１３条 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （罰則） 

第３４条 次の各号のいずれかに該当する者は、５万円以下の

過料に処する。 

 (1)～(4) （略）  

 (5) 第１０条の２の規定による届出を怠った者 

 

 (6)～(9) （略）  

 (10) 第５条第１項、第２１条の規定による申請書又は書類、

よる届出をした者は、前２項の規定による届出をした者とみ

なす。 

 

 （悪質下水の排除の開始等の届出） 

第１３条 使用者は、下水道法施行令第９条第１項第４号に該

当する水質又は同令第９条の８若しくは同令第９条の９第１

項第３号若しくは第６号に定める基準に適合しない水質の下

水（以下「悪質下水」という。）の排除を開始しようとすると

きは、あらかじめ当該悪質下水の量及び水質を市長に届け出

なければならない。 

２ 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは

水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現

に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらか

じめ市長に届け出なければならない。 

３ 前条第３項の規定は、前２項の場合について準用する。 

 

 （罰則） 

第３４条 次の各号のいずれかに該当する者は、５万円以下の

過料に処する。 

 (1)～(4) （略）  

 (5) 第１２条第１項若しくは第２項又は第１３条第１項若し

くは第２項の規定による届出を怠った者 

 (6)～(9) （略）  

 (10) 第５条第１項、第２１条の規定による申請書又は書類、
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第５条第２項本文、第１０条の２又は第１２条第１項若し

くは第２項の規定による届出書、第１７条第２項第３号の

規定による申告書又は第１９条の規定による資料で不実の

記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資

料の提出者 

 

 

 

第５条第２項本文、第１２条第１項若しくは第２項又は第

１３条第１項若しくは第２項の規定による届出書、第１７

条第２項第３号の規定による申告書又は第１９条の規定に

よる資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出

者、申告者又は資料の提出者 

 

 

 

 


